
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

貸
切
バ
ス
業
界
の
健
全
な
発
展
を
図
り
、
利
用
者
の
安
全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
不

断
に
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
貸
切
バ
ス
運
転
者
の
労
働
条
件
の
改
善
、
旅
行
業
者
や
ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
な
ど
発
注
者

側
が
優
越
的
地
位
を
濫
用
し
て
道
路
運
送
法
の
目
的
を
形
骸
化
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
防
止
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
関
係

省
庁
間
の
連
携
や
業
界
団
体
と
の
協
議
は
も
と
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
法
令
を
見
直
す
な
ど
、
適
時
適
切
な
対
応
を
講

ず
る
こ
と
。

二

優
良
な
貸
切
バ
ス
事
業
者
を
奨
励
・
育
成
す
る
観
点
か
ら
、
貸
切
バ
ス
の
安
全
対
策
に
係
る
補
助
や
税
制
等
の
支
援
策
の

一
層
の
拡
充
及
び
周
知
・
活
用
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
が
定
め
る
貸
切
バ
ス
の
安
全
対
策
を
確
実
に
実
行
す

る
た
め
、
国
土
交
通
省
の
監
査
体
制
を
拡
充
・
強
化
し
、
必
要
か
つ
十
分
な
人
員
及
び
そ
の
専
門
性
の
確
保
を
図
る
と
と
も

に
、
貸
切
バ
ス
事
業
の
許
可
の
新
規
・
更
新
申
請
時
の
審
査
を
厳
格
に
行
い
、
不
適
格
な
事
業
者
が
市
場
か
ら
確
実
に
排
除

さ
れ
る
よ
う
、
施
策
の
実
効
性
を
担
保
す
る
こ
と
。



三

民
間
指
定
機
関
に
よ
る
貸
切
バ
ス
事
業
者
へ
の
巡
回
指
導
等
の
適
正
化
事
業
の
実
施
・
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
監
査

体
制
を
補
完
す
る
上
で
真
に
実
効
性
の
あ
る
取
組
と
な
る
よ
う
適
切
な
支
援
や
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
本
法
施
行

後
、
民
間
指
定
機
関
が
速
や
か
に
全
国
で
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
貸
切
バ
ス
事
業
者
が
巡
回
指
導
の
対
象
と
な

る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
民
間
指
定
機
関
が
事
業
者
か
ら
徴
収
す
る
負
担
金
が
過
大
な
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
認

可
に
当
た
っ
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


